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１．国際的な動き
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国際的な動き（国際的な動き（COP10COP10及びそれ以降及びそれ以降））

ロシア京都議定書批准（2004年11月18日）

COP10 (04年12月､ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ) ・条約発効10周年

京都議定書の発効（2005年2月16日）

90日

・第二約束期間の約束に関する交渉開始
・議定書目標の不遵守時の措置

注）COP/MOPは京都議定書の締約国会議

COP11及び COP/MOP1
(05年11月～12月､モントリオール)

G8グレンイーグルズサミット（2005年7/6～8、英国）
気候変動問題が主要議題

政府専門家セミナー及びSB22
(05年５月､ボン)

05年２月１～３日 気候変動に関する科学者会合(英国エクスター)
３月15･16日 エネルギーと環境閣僚円卓会合（ロンドン）
３月17･18日 Ｇ８環境と開発閣僚会合(英国ダービー州)
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２．ＣＯＰ１０の結果概要
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COP10COP10の概要と結果（総論）の概要と結果（総論）

期間：平成16年12月6日(月)～17日(金)

閣僚級会合は、15日･16日・17日の３日間

場所：アルゼンチン・ブエノスアイレス
議長：アルゼンチンのゴンザレス・ガルシア厚生大臣

同国のエストラーダ大使(COP3全体委員会議長)が補佐

テーマ：条約発効10周年（その成果と将来への挑戦）

結果：1. 将来の行動に向けて、情報交換を通じた取組の開始を決定

・今年5月に締約国間で「政府専門家セミナー」を開催し、情報交換を行う。

2. 条約の着実な実施のための協力を推進

・適応策については、途上国への資金支援や人材育成支援などに加え、
「５ヵ年行動計画」の策定を盛り込んだ、「適応策と対応措置に関するブエ
ノスアイレス作業計画」が決議された。

3. 京都議定書の発効を歓迎し、排出削減約束の確実な達成を確認

・議定書の実施にかかる制度のさらなる整備等に向け、省エネＣＤＭの促
進、吸収源の取組手法などの促進等につき合意。
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政府専門家セミナーの開催政府専門家セミナーの開催
開催時期：2005年５月16・17日

開催場所：ドイツ・ボン

主催：条約事務局

参加国：条約締約国（全ての国にプレゼンテーションの機会が与えられる）

テーマ：

a) 締約国による気候変動への効果的で適切な対応の進展を助ける
ような、緩和策・適応策に関連する行動

b) 気候変動枠組条約及び京都議定書における既存の約束の履行す
るために、各国政府によって採られている政策措置

結果の取扱い：

○ セミナーにおけるプレゼンテーションのテキスト等は、条約事務局がウェブ

上に掲載する。

○ 条約事務局は、本セミナーが新しい約束につながるいかなる交渉を開始

するものでもないことを念頭におきつつ、締約国が考慮できるよう、セミナー

の報告書を締約国が利用可能なようにする。

本セミナーは、次期枠組みの交渉に向けた議論の呼び水
となることが期待されている。
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適応と対応措置に関するﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ作業計画適応と対応措置に関するﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ作業計画

1. 気候変動の悪影響への対応
関連情報の収集・分析とキャパシティビルディング、脆弱性評価等につい
ての取組の実施

地球環境ファシリティー（ＧＥＦ）に対し、取組支援について報告を要請

適応のニーズ明確化等のためのワークショップの開催

関連情報の提供・報告

2. 対応措置の実施による影響への対応
影響のモデリング及び経済多様化に関する専門家会合の開催

関連情報の提供・報告

3. SBSTAにおいて、影響、脆弱性及び適応などの
科学的・技術的・社会経済的側面に関する５ヵ年
作業計画を策定
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ＣＯＰ１０での各国代表の発言ぶりＣＯＰ１０での各国代表の発言ぶり

米国
どの程度の温度上昇なら受け入れられるか、まだ科学的な定見はない。もっと現実的な
取組として、持続可能な開発や適応、技術の開発・普及が重要。

各国がそれぞれに合ったアプローチで同じ目的を達成すべき。トップダウンよりもボトム
アップ的な対応が必要。

WSSDのパートナーシップのような民間を巻き込んだ形の取組は有効。

条約の究極目的に至るまでには数世代ある。その間、化石燃料は消費され続け、途上
国でのエネルギー消費は増加する。即効薬はない。多くの選択肢が必要。

EU
気候変動の問題は、化石燃料利用や大気汚染問題とも関係する最も困難かつ地球規
模の取組が求められる問題であり、その中で京都議定書の発効は大きな前進。

条約は、予防原則と共通だが差異ある責任に基づき多くの取組を要請。

EUは、途上国の適応などに対して年間3億6,900万米ドルの支援を行う。緩和への取組
を遅らせれば、将来の適応の費用が上がる。

先進国の議定書達成と同時に、途上国の排出削減努力も重要であると考える。
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ＣＯＰ１０での各国代表の発言ぶり（続き）ＣＯＰ１０での各国代表の発言ぶり（続き）

中国
将来の行動について、条約に基づき、共通だが差異のある責任の原則が交渉の
ベースになるべき。

持続可能な開発の枠組みの中で行われるべき。

適応と緩和のバランスが必要。

長期的な展望をもって、技術移転の適切なメカニズムが必要。

行動を中心に考えるべき。いろいろな国に合った形での官民協力があり得る。

インド

先進国が京都議定書の約束を達成し、次期約束期間で更に排出削減を進めること、
途上国に環境配慮型技術を移転することが重要。

キリバス
先進国が排出削減を進めるとともに、途上国も排出削減のコミットメントが必要。
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３．京都議定書の発効
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京都議定書の発効京都議定書の発効
ロシアが2004年11月18日に批准し、2005年２月16日に議定書が発効

京都議定書の発効により何が変わるのか京都議定書の発効により何が変わるのか

批准した先進国は、京都議定書上の約束を確実に達成する義務が生じる。

京都議定書の規定に基づき、先進国の約束達成についての明かな進捗に
関する報告や、2013年以降の約束の検討などが実施される。

京都議定書に基づくクリーン開発メカニズム(CDM)や共同実施(JI)が現実
のものとなり、これらのプロジェクトへの投資が促進されることが予想され
る。

国内的には、改正地球温暖化対策推進法（平成14年6月7日公布）が施行
され、京都議定書目標達成計画の策定などが行われる。

→地球温暖化対策が国際的にも国内的にも加速する。
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京都議定書の実施スケジュール京都議定書の実施スケジュール

2005 2006 2007 2008 2009 2010

第二約束期間に
関する交渉開始
（2005年中、
 議定書３条９）

「明らかな進捗」
に関する報告の
提出（2005年中、
 議定書３条２）

基準年排出量
等の報告
（2006年中、
COP/MOP決定）

報告後、１年以内に審査終了

京都メカニズムに参加可能

１６ヵ月

第１約束期間
（2008～2012年）

　
２
月
　
日
　
京
都
議
定
書
が
発
効

16

第４次国別報告書
の提出（2005年
中、COP決定）

2008年1月1日より京都メカ
ニズムに参加するために
は、2006年8月中の報告が
必要

国別報告書に議定書の約
束遵守のための、補足的な
情報を含めることが必要
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京都議定書の発効に伴う国会決議京都議定書の発効に伴う国会決議 （（※※ 下線は環境省）下線は環境省）

（参議院 ３月９日）

京都議定書発効に基づく国際合意の積極的推進と京都議定書以降の新枠組形成に向けた新たな国際合意の実現に関する決議

地球温暖化現象が、二十一世紀における最も深刻な問題の一つとなる中で、国際社会の数十年に及ぶ努力の結果、京都議定
書は、二〇〇五年二月十六日に発行するに至った。このことは、我が国が地球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）の議長国として一
定の役割を果たすことができたばかりでなく、国際社会、未来世代にとっても大変喜ぶべきことであり、実に画期的な出来事であ
る。我が国は、速やかに「京都議定書目標達成計画」を策定・実施の上、京都議定書締結国会議（ＣＯＰ／ＭＯＰ）において主導的
役割を果たし、各国における合意内容の履行に向けて、最大限に効果的、積極的な推進を図るべきである。また、同時に世界最
大の温室効果ガス排出国である米国に対し改めて参加を促すべきである。

今後の地球の気候安定化を目指すためには、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の評価報告書が指摘するように、温室
効果ガス排出量を半分以上削減することが急務であるが、京都議定書後の二〇一三年以降の削減約束は未だ国際合意に至っ
ていない。我が国は、この度の発効を契機に京都議定書以降の新枠組形成に向けて、人類益の視点から積極的に国際的なリー
ダーシップを発揮すべきである。

新枠組の交渉においては、早期に新たな国際合意を目指し、米国、そして中国、インドを始めとした途上国を含む世界各国が参
加できる共通の枠組の構築に向けて、京都議定書の国際合意を踏まえつつ、より実効性の高いスキームになるように最大限努
力するとともに、地球の気候安定化が一層効果的に進むことを強く訴えるものである。
右決議する。

（衆議院 ３月10日）

京都議定書発効に伴う地球温暖化対策推進の強化に関する決議

京都議定書は、米国等が参加しないうちでの発効となったが、我が国は、地球温暖化対策の第一歩となる本議定書をとりまとめた
議長国として、削減目標の着実な達成はもとより、他国に先んじて脱温暖化社会の構築を進めるべきである。

よって、政府は、次の事項について最大限の努力をすべきである。
一 京都議定書目標達成計画の策定に当たっては、削減目標を達成するため、温室効果ガスの削減対策、森林吸収源対策、京都
メカニズムに係る対策とその裏付けとなる施策を盛り込んだ計画を策定し、それら対策・施策の強力な推進を図ること。
二 世界最大の温室効果ガス排出国である米国等の先進国に対し、同議定書への復帰・参加を強く働きかけるとともに、中国及び
インド、その他の途上国を含むすべての国が参加できる将来枠組みの構築に向け、国際的なリーダーシップを発揮すること。
三 国民や事業者などすべての主体が地球温暖化対策を自らの課題として認識し、対策に取り組むよう啓発活動や環境教育を一
層推進すること。また、事業者や地方公共団体の温室効果ガス排出削減のための取組への支援を積極的に行うこと。
四 地球温暖化対策は、中長期にわたる対策であることにかんがみ、地球温暖化に関する科学的知見の充実、技術の開発・普及、
及びそのための社会的基盤整備を進めること。
右決議する。
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４．米国の状況



16

ブッシュ政権の動きブッシュ政権の動き
（ブッシュ大統領は、議定書発効後の記者会見などで以下の点を発言）

米国は気候変動を重要な問題と認識。

欧州は京都議定書を理に適ったものと考えているが、米国はそうでは
ない。上院も京都議定書のコンセプトを95対0で否決した（注：1997年
のバード＝ヘーゲル決議を指す）。しかし、京都議定書の議論はもう終
わった。その先を見据えて各国は協調すべき。

米国は、水素エネルギーやゼロエミッション石炭火力発電所など新技
術の開発を中心に取組を進めていく。こうした分野で各国と協力してい
ける。

（米・独の共同行動計画の策定）

2月23日の米独首脳会談において、「クリーンで効率的なエネルギー、
開発及び気候変動に関する米独共同行動計画」を策定。これは、途上
国との協力、省エネルギー、国内エネルギー供給の近代化、水素エネ
ルギーなど将来のエネルギーシステム革新、再生可能エネルギーに関
する国際協力から構成される。
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議会の動き議会の動き
マッケイン＝リーバーマン法案

マッケイン上院議員(共和党)及びリーバーマン上院議員は、国内
の排出量取引を内容とする法案を2月10日、再度提出。

ヘーゲル議員提出法案

ヘーゲル上院議員（共和党）は、2月15日、気候変動に対処するた

め技術の普及を目的とした次の三法案を提出。

途上国への気候変動技術普及法案（国際対策）

気候変動技術普及法案（国内対策）

気候変動技術税制法案（税制）

法案は、

１）先進国と途上国の役割分担、

２）環境、経済、エネルギー政策のリンケージ、

３）温室効果ガス排出原単位（例．生産量あたりの温室効果ガス

発生量）を指標として採用

を基本的な考え方とするもので、温室効果ガス排出量に義務的な

キャップを課すものではない。
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議会の動き（続き）議会の動き（続き）
クリアスカイズ法案

ブッシュ政権が提出したクリアスカイズ法案(注)について、2月16日に上院環境公共
事業委員会にて採決する予定であったが、賛成9票（共9）、反対9票（民7，共1、無所
属1）と同数になる見通しであり、結局委員会では採決されなかった。反対派は、その
理由として同法案がこれまでの規制を緩和するおそれがある上、温室効果ガス
（CO2）が対象に含まれていないことを挙げた。

（注）クリアスカイズ法案

発電所から排出される二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOX）及び水銀を国内排出量取引を用いて削減す
ることを内容とする法案。

ファインスタイン・スノウ合同決議案
ファインスタイン上院議員（民主党）とスノウ上院議員（共和党）を中心に14名の上院

議員が2月16日に提出。下記を主な内容とする。

１）すべての温室効果ガスの相当程度の削減を確実にするリーズナブルで責任あ
る行動をとること

２）持続的経済成長を推進するため、すべての温室効果ガスの対策に関する政策
やプログラムを実施することにより気候保全技術を生み出すこと

３）世界全体の温室効果ガスについて、大規模・長期的・効率的な排出削減を達成
するため、UNFCCCの下での国際交渉に参加すること

４）産業革命以前に比べて全球温度平均が２℃以上に上昇することを防ぐための長
期的な目標設定を支持すること

（注）合同決議とは、両院での可決、大統領の署名を必要とし、成立すれば法案と同等の効力を有するもの。



19

その他の動きその他の動き（地方自治体と民間の動き）（地方自治体と民間の動き）

シアトルのニッケルズ市長は、２月16日、シアトル市が京都議定書の
目標（先進国全体で90年比5%削減）の達成を約束することと、同様
の行動を全米の他の市にも呼びかけていくことを発表した。

京都議定書には140ヵ国参加していることから、ニッケルズ市長は
140市の参加を目指しており、既にロサンゼルス市やミネアポリス市
など10市の市長が参加を表明している。ニッケルズ市長は、今年6
月にシカゴで開催される全米市長会議で「グリーン市長連合（a 
green coalition of mayors）」を設立したい考え。

（地方自治体）（地方自治体）

（民間）（民間）

米国最大の機関投資家であるカルパース（カリフォルニア州公務員退職
年金基金（注）は、炭素公開プロジェクト（機関投資家が投資先企業に対し
温室効果ガス排出量に関する公開を求めていく国際的なプロジェクト）に参
加すること等を発表。

（注）カルパース（カリフォルニア州公務員退職年金基金）
カリフォルニア州の公務員やその家族100万人以上の退職金の運用を行っている。米国最大の機関投資

家であり、運用額は19兆円以上に上る。米国企業のみでなく海外の投資先企業にも多大な影響を与えて
いる。
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日米ワークショップの結果概要日米ワークショップの結果概要

日時：平成17年3月28日(月)
主催：（日本側）地球環境戦略研究機関(IGES) （環境省事業）

（米国側）大気保全政策センター（CCAP: Center for Clean Air Policy）

場所：ニューヨーク州公共サービス局会議室（米国ニューヨーク市）

参加者：米側から、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、
ペンシルバニア州、イリノイ州、カリフォルニア州、日本側から環境省、IGES、

神奈川県、兵庫県、京都市の気候変動政策担当者、さらに、在米英国大使館、
カナダ環境省等から約40名が参加。

結果概要：排出量取引制度など米国の州レベルでの先進的な取組や、日本の地
方自治体の取組などについて活発な意見交換が行われた。また、今後とも共
通の課題に関する情報交換が可能となるよう参加した政策担当者や専門家
の間のネットワークの形成が図られた。
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５．欧州の状況
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欧州の欧州の20132013年以降の枠組みに関する検討状況年以降の枠組みに関する検討状況

20052005年年22月月1414日日 欧州委員会欧州委員会

◇◇ 報告文書を作成報告文書を作成 →→ ＥＵ首脳会議へ提出ＥＵ首脳会議へ提出

20052005年３月１０日年３月１０日 ＥＵ環境大臣会合ＥＵ環境大臣会合

2005年３月22・２３日 欧州理事会（ＥＵ首脳会議）
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20132013年以降の枠組みに関する欧州委員会報告（本年年以降の枠組みに関する欧州委員会報告（本年22月月1414日）日）
【EUの戦略】

産業革命前と比べて将来の温度上昇を2℃以下に抑えるためには、2050年までに世界の排出
量を1990年と比べて15％以上削減することが必要。そのためには、早期の取組が必要であり、今
後のEUの戦略に次の点を盛り込む。

共通だが差異のある責任の原則に基づいた、幅広い参加（途上国も含めた主要排出国の参
加が必要）
政策の対象範囲の拡大（全ての温室効果ガス及び関連部門を対象とすること、特に国際航
空及び海運からの排出量の抑制）
低炭素社会を実現するためのエネルギーや輸送に関する技術革新の推進
市場メカニズムを用いた対策の継続（京都メカニズムや報告・審査制度、遵守レジームといっ
た京都議定書の要素を継続）

時期を区切った数値目標を推進する一方、国際交渉の対象は気候変動問題とエネ
ルギー技術の研究・開発・普及がリンクできるよう拡大する。これは、より多くの国が気
候変動対策に参加するためのインセンティブやモチベーションを生み出す手段となる。

適応（adaptation）に関する政策も考慮されるべき。

【具体的な進め方】

EUが今後の交渉に関してポジションを固める前に、2005年には主要国とポスト京都に関し

てオプションを検討することを提案する。こうした二国間の対話の成果を気候変動枠組条約

の交渉に反映することが有益。

目的は、2013年以降、全ての先進国及び主要な途上国が参加し温度上昇を2℃以内に抑

える多国間のレジームを構築することであり、現時点でEUの目標を打ち出すのは時期尚早。
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ＥＵ環境大臣会合結論文書のポイント：気候変動部分（本年３月ＥＵ環境大臣会合結論文書のポイント：気候変動部分（本年３月1010日）日）

気候変動問題が地球規模の問題であることから、共通だが差異のある
責任に従って、全ての国々による最大限の協力が求められる。

EUとしては、さらなる行動としてどのようなものが求められるのかについ
て、全ての国と開かれた対話を行うことを期待する。

気温上昇を２℃以下に抑えるとの目標を達成するためには、大気中の温
室効果ガス濃度を550ppm以下で安定化させることが求められる。

最近の科学的知見によれば、気温上昇を２℃以下に抑えるためには、
20年以内に世界の排出量を減少に向かわせ、2050年までに1990年と
比較して少なくとも15％、おそらく50％もの削減が必要になる。

EUは他国とともに必要な削減を実現するための戦略を探ることを期待す
る。その際、先進国について1990年に比べて2020年までに15～30％、
2050年までに60～80％という水準の削減の道筋が検討される必要があ
る。



25

気候変動枠組条約の究極の目的を達成するために、地球の平均
気温の上昇が産業革命前と比べて2℃を越えるべきではない。

国連の気候変動プロセスにおける2013年以降の取組について、
全ての国による参加を確保しながら、オプションを検討すべき。

先進国について、1990年と比べて2020年までに15～30％の削
減、それ以降は環境大臣会合の結論の精神に沿って検討される
べきである。また、削減幅は費用対効果の分析作業に照らして考
慮される。

新興経済国や途上国を含めて主要なエネルギー消費国を効果
的に含める方法についても考慮されるべき。

ＥＵ首脳会議結論文書のポイント：気候変動部分（３月２３日）

今後、ＥＵは、これらの結論を踏まえて、国際交渉
に臨むものと予想される。
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６．G８プロセス
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今年のＧ８サミットでは気候変動問題が主要議題今年のＧ８サミットでは気候変動問題が主要議題

【ブレア首相のねらい】

気候変動及びその脅威に関する科学的合意を得ること

気候変動の脅威に対処するために必要な科学技術及びその他の措置の加速に

ついて合意すること

エネルギー需要が伸びているG8以外の諸国を取り込むこと

【関連する会議のスケジュール】

２月１～３日 気候変動に関する科学者会合(英国エクスター)

３月15･16日 エネルギーと環境閣僚円卓会合（ロンドン）

３月17･18日 Ｇ８環境と開発閣僚会合(英国ダービー州)

５月11･12日 Ｇ８エネルギー研究・革新ワークショップ(英国ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ)

７月６～８日 Ｇ８グレンイーグルズサミット（英国スコットランド）
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気候変動に関する科学者会合気候変動に関する科学者会合
日 時：平成17年２月１～３日 場 所：英国エクスター

主 催：英国環境・食糧・農村省 参加者：G8、中国、インド等から200名以上の

科学者が参加

IPCC第３次評価報告書（2001）以降の新たな科学的知見について、 様々なレ
ベルの地球温暖化がもたらす影響や危険な温暖化を避けるための温室効果ガス
安定化濃度と排出経路などについて発表や質疑が行われた。

結果概要：

気候変動の影響評価については、IPCC第３次評価報告書（2001年）に比べ、知
見がより明確となり不確実性も減少した。多くの場合、影響のリスクは以前考えら
れていたよりも深刻であることが明らかとなった。

温室効果ガスの排出経路については、緩和（削減）対策が遅れた場合、同じ温度
目標を達成するためには、後からより大きな対策を取る必要があることが複数の
モデルにより示された。5年の遅れでさえ大きな違いをもたらす可能性がある。

温室効果ガス安定化のための技術オプションについては、長期間における排出
削減のための技術的方策は既に存在していること、また、多様な技術を有効に活
用することで、削減コストを低減できる可能性が示された。
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ｴﾈﾙｷﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰ･･環境閣僚円卓会合環境閣僚円卓会合

日 時：平成17年３月15･16日 場 所：英国ロンドン
主 催：環境・食糧・農村省、英国貿易産業省
参加国：Ｇ８、豪、中国、ｲﾝﾄﾞなど主要20ヵ国（日本からは小池環境大臣、平田経済産業大臣

政務官ほかが出席）

以下をテーマに、閣僚レベルでの意見交換が行われた。
・低炭素社会における、持続可能で安全なエネルギーシステムへの投資の機会と挑戦
・今後50年間に低炭素社会の実現をもたらす国内・国際的な推進方策

結果概要：

会議では、気候変動問題は、世界が協力して取り組んでいくべき極めて重要な課題である
との理解が再確認され、本会合に参加した主要20カ国は、さらに連携を強めて低炭素社会

の実現に向けて前進する必要があるとの理解が共有された。

さらに、気候変動政策とエネルギー政策の連携の重要性が確認され、気候変動問題と同
時に、エネルギー安全保障問題や貧困問題などにも取り組んでいくことが必要であることが
示された。

とくに、技術については、既存技術の活用をさらに世界規模で進めることで、対策を大きく
前進させることが可能であることが確認される一方、将来的には、革新技術の開発・普及が
極めて重要であり、そのために世界が協力して取り組むことの重要性についても指摘された。
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Ｇ８環境と開発閣僚会合Ｇ８環境と開発閣僚会合

日 時：平成17年３月17・18日
場 所：英国ダービー州
主 催：英国環境・食糧・農村省、国際開発省
参加国：Ｇ８（我が方からは高野環境副大臣、河井外務大臣政務官ほかが出席）

招待者：世界銀行、UNDP、UNEP
目 的：環境と開発の担当閣僚の共同作業による持続可能な開発に向けた前進
テーマ：

①合同セッション(18日)：違法伐採（違法漁業を含む）、アフリカと気候変動
②環境大臣セッション(17日)：合同セッションへのインプット、生物多様性等

結果概要：（アフリカと気候変動部分）
「アフリカと気候変動」に関するＧ８議長総括が作成され、アフリカの観測体制強
化や気候変動対策の開発政策への統合を支援していくことが盛り込まれた。
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Ｇ８グレンイーグルズ・サミットＧ８グレンイーグルズ・サミット
日 時：平成17年7月6～8日

場 所：英国スコットランド

議長国：英国

参加国：Ｇ８（アウトリーチセッションにおいて、中国・イン
ド・ブラジル・南アも参加）

主要議題：「気候変動」と「アフリカ問題」

Ｇ８サミットにおいては、Ｇ８環境・開発大臣会合の成果
のほか、科学者会合やエネルギー・環境閣僚円卓会合
の結果が重要なインプットとなる。
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